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毎 月 １ ０ 日 は 「 県 民 交 通 安 全 の 日 」
地域の交通事故情勢に応じた活動を行う日です。地域や職場、学校、家庭等で交通安全活動に取り組みましょう。

高齢ドライバーによる交通死亡事故が連続発生!!

１０月３日（火）午後６時１５分頃、都城市高崎町の県道で、60歳代
男性の運転する軽貨物自動車が自転車を押して歩いて道路を横断してい
た70歳代男性に衝突し、歩行者が亡くなりました。
事故現場は、片側１車線の街灯のない暗い道路でした。

車を運転する際は、通り慣れた
道路でも、緊張感を持って「かも
知れない運転」を実践しましょう。
また、夜間の運転は、ライトは

原則ハイビームで運転し、こまめ
に切り替えましょう。
夜間の外出の際は、明るい色の

服装と反射材を着用しましょう。

１０月４日（水）午後３時１５分頃、宮崎市大字細江の県道で、70歳
代女性の運転する軽乗用自動車が路側帯上で作業をしていた40歳代男性
に衝突し、男性が亡くなりました。
事故現場は、片側１車線の見通しのよい道路でした。

「制限運転」を知っていますか？
制限運転とは、高齢ドライバーの
体調や運転能力に応じて、運転の時
間帯や場所などを自主的に選択し、
無理な運転を控えることで交通事故
防止を図るものです。
各市町村、警察署、運転免許セン
ターや高齢者講習を実施している自
動車教習所で宣誓を受け付けていま
す。

宣誓項目の例
○体調が悪いときは運転を控える
○夜間の運転を控える
○雨や雪などの悪天候での運転を控える
○通学時間帯の運転を控える
○速度を控えて運転する など

自分の状況に合ったルールを選択できま
す。

歩行者は反射材を着用しましょう！


